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答   申   書 

 

第１ 審査会の結論 

岩出市長（以下「実施機関」という。）が、本件異議申立ての対象となっ

た別紙記載の公開請求（以下「本件請求」という。）について行った公開決

定は、妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経過 

１ 平成２７年６月２７日（受付は同年６月２９日）、異議申立人は、岩出市

情報公開条例（平成１２年岩出町条例第２２号。以下「条例」という。）に

基づき、実施機関に対し、本件請求を行った。 

２ 同年７月１３日、実施機関は、本件請求に対して対象となる公文書を岩

出市船戸の一部地区において実施機関が行った地籍調査に係る「地籍図根

三角点網図」、「地籍図根多角点網図兼細部図根点配置図」、「認証書」及び

「土地登記済通知書」（以下「本件公文書」という。）と特定し、公開とす

る旨の決定（以下「本件処分」という。）を行った。 

３ 同年７月１７日、異議申立人は、本件処分を不服として、行政不服審査

法（昭和３７年法律第１６０号）第６条に基づき、実施機関に対し、異議

申立てを行った。 

 

第３ 異議申立ての趣旨 

公開するとの決定であるが、公開した公文書は請求した文書に非ず、偽

の文書である。 

岩出市は、国土調査法で行ったように見せかけの地籍調査各文書及び図

面は、地方自治法第２条第１６項により無効であるが、無効としなかった

根拠を証明出来る公文書原本を開示せよ。 

 

第４ 異議申立ての理由 

今回開示請求文書件名は「昭和３１年９月３０日付で県報及び官報告示

に基づいた和歌山市と岩出市（当時は町）の境界について字船戸地番１３

１～、字北原１１１０～、字岩之谷１１１６～、字長谷１１１８～に岩出

町を置く」は、今も変更が無く、岩出市と和歌山市との境界は和歌山市大

字上三毛字東山田２６３、２６４、２６５、２６６に接する二線無番地、

無番地、２７２－４、２７２－１に接する里道より南側及び西隣字東垣内

各筆界線である。 
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しかし、現実的には確定しているこれら字北原の公図と共に地番までが

ＪＲ船戸駅南側一帯に移動している。 

これは不動産登記法違反であるが、この違反事実については地方自治法

第２条第１６項で無効である。 

しかし、岩出市は無効とせず放置しているが総務省に届けた事実が無い

ことから特定の業者に便宜を図ったことが考えられる。 

 

第５ 実施機関の説明 

１ 本件公文書について 

（１）「地籍図根三角点網図」と「地籍図根多角点網図兼細部図根点配置図」

は、実施機関が国土調査法の規定に基づき岩出市船戸の一部地区におい

て行った地籍調査として作成した図面である。 

（２）「認証書」は、実施機関が岩出市船戸の一部地区において行った地籍調

査の成果について、国土調査法の規定に基づき和歌山県知事が認証した

ことを示すものである。 

（３）「土地登記済通知書」は、実施機関が岩出市船戸の一部地区において行

った地籍調査の成果について、国土調査法の規定に基づき和歌山地方法

務局岩出出張所において登記事務が完了したことを示すものである。 

２ 本件処分について 

異議申立人は、実施機関が岩出市船戸の一部地区において行った地籍調

査について無効であると主張するため、国土調査法の規定に基づき適正に

行われていることを明らかにするため、本件処分を行った。 

 

第６ 当審査会の判断 

当審査会は、審査した結果、次のように判断する。 

１ 本件処分の妥当性について 

（１）審査会は、条例第１３条に規定されているように実施機関が行う公文

書の公開可否決定等に係る判断の妥当性について審査を行う機関であり、

異議申立人の主張する公文書自体の真偽について判断を行うものではな

い。また、本件処分は全部公開とする旨の決定であることから、実施機

関が本件請求に対して本件公文書を特定したことの妥当性について検討

を行った。 

（２）本件公文書について確認したところ、実施機関の説明のとおり、実施

機関が岩出市船戸の一部地区において行った地籍調査の成果について、

国土調査法の規定に基づき、和歌山県知事が認証したこと及び和歌山地

方法務局岩出出張所において登記事務が完了したことを示すものであっ



- 3 - 

た。 

（３）このことから、実施機関が岩出市船戸の一部地区において行った地籍

調査について無効であるとの異議申立人の主張に対して、国土調査法の

規定に基づき適正に行ったことを明らかにするため、本件公文書を特定

したとする実施機関の説明は、何ら不合理なことではない。 

（４）よって、実施機関が行った本件処分は、妥当である。 

２ 以上の理由により、当審査会は、冒頭の「第１ 審査会の結論」のとお

り判断する。 

なお、異議申立人は、地籍調査事務に関して種々の主張をしているが、

当審査会は、条例第１３条の規定に基づく実施機関からの諮問に応じ、実

施機関が行う公開可否決定等の妥当性について調査審議する機関であり、

異議申立人の当該主張の是非については、当審査会の判断するところでは

ない。 

 

第７ 審査会の審査の経緯 

年月日 内    容    等 

H27･11･30 実施機関からの異議申立てに係る諮問書の受理 

H27･12･1 審査会から岩出市長に対して弁明書の提出依頼 

H27･12･16 実施機関からの弁明書（正副２通）の受理 

H27･12･22 
異議申立人に対して実施機関の弁明書（副本）の送付

と反論書の提出依頼 

H28･1･4 異議申立人からの反論書（正副２通）の受理 

H28･1･6 実施機関に対して異議申立人の反論書（副本）を送付 

H28･1･25 

諮問に対する答申を行うための審査会の開催 

・異議申立人から意見の聴取 

・実施機関担当者から説明の聴取 
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【別紙】 

本件公開請求の内容 

国土調査法第２条１項３号で行った地籍調査は測量法第１１条に基づ

かない測量法第６２条第２項１号及び国土調査法第３６条１項１号に該

当するが、昭和３１年９月３０日付総理府告示３４０号に違反する。地方

自治法第２条第１６項で無効とならないことの証明できる公文書の原本

開示。 

 


